
看 護 課



１．看護師特定能力認証制度について  

 

チーム医療を推進する観点から、日本の実情に即した医師・看護師等の

医療スタッフの協働・連携の在り方について検討するため、平成 21 年度に

「チーム医療推進に関する検討会」（座長：永井良三  東京大学大学院医学

研究科  教授）を開催し、平成 22 年 3 月 19 日に報告書をとりまとめた。  

当該報告書においては、①各医療スタッフの専門性の向上、②各医療ス

タッフの役割の拡大、③医療スタッフ間の連携・補完の推進という方向を

基本とし、様々な取組を進める必要があると提言された。  

 

それらの具体的方策の実現に向けた検討を行うものとして、様々な立場

の有識者で構成される「チーム医療推進会議」（座長：永井良三  東京大学

大学院医学研究科  教授）を平成 22 年 5 月 12 日に設置し、その下に「チ

ーム医療推進方策ワーキンググループ（平成 22 年 10 月 4 日設置）」（座長：

山口徹  虎の門病院長）及び「チーム医療推進のための看護業務検討ワー

キンググループ（平成 22 年 5 月 26 日設置）」（座長：有賀徹  昭和大学病

院長）を設置して詳細な検討を行っている。  

 

 看護師の役割拡大や業務範囲については、「チーム医療推進のための看護

業務検討ワーキンググループ」において、看護師の業務範囲、「特定の医行

為」の範囲、特定看護師（仮称）の要件や特定看護師（仮称）養成課程の

認定基準等に関する検討を行うため、「看護業務実態調査」や「特定看護師

（仮称）養成調査試行事業」及び「特定看護師（仮称）業務試行事業」を

実施して、実証的データ等を収集しながら議論しているところである。  

 

平成 23 年 11 月 7 日に開催した「第 17 回チーム医療推進のための看護業

務検討ワーキンググループ」において、「看護師特定能力認証制度骨子（案）」

として、看護師特定能力認証制度の枠組みを提示した。  

 

また、社会保障審議会医療部会（第 24 回～ 26 回）においても、看護師

特定能力認証制度の枠組みとともにチーム医療推進会議の意見を基に議論

し、看護師が能力を十分に発揮するためにも、公的認証を含め一定以上の

能力を認証する仕組みは重要であり、この認証の仕組みの在り方について

は、医療現場の実態を踏まえたものとする必要がある等の意見が示された。 

 

 税と社会保障の一体改革における基盤整備のための一括的な法整備の一

環として対応する必要があるため、厚生労働省としては、今通常国会以降

の速やかな法案提出に向けて、関係者の意見を聴きながら鋭意検討するこ

ととしている。  

（資料（Ⅱ）１）  

98



２．看護教員の養成に係る講習会等について  

 

看護基礎教育に重要な役割を果たしている看護教員の養成に係

る講習会等について、平成 23 年度及び平成 24 年度の取組みは以下

のとおりであり、引き続き看護教育の推進にご協力いただきたい。 

 

（１）受講しやすい仕組みの検討について  

「今後の看護教員のあり方に関する検討会報告書」（平成 22

年２月）等において、看護教員養成講習会の未受講教員解消へ

の当面の改善策として、講習会のブロック単位での開催、通信

制の導入等が提言されている。  

そこで、看護教員の質・量の双方の充実とともに、未受講教

員の解消を目的として、専任教員養成講習会にｅラーニングを

導入することとし、現在、平成 25 年度の導入に向け、「 e ラー

ニングを導入した専任教員養成講習会の効果的な実施方法に

関する検討会」を開催して検討を行っている。  

各都道府県におかれては、未受講教員の解消に向けた本取り

組みについてご了知いただきたい。  

（資料（Ⅱ）２）  

 

（２）看護教員に関する講習会の開催促進について  

平成 23 年度の看護教員に関する講習会は、初めて「専任教

員養成講習会及び教務主任養成講習会ガイドライン」に基づい

て実施された。専任教員養成講習会が 11 都道府県で、教務主

任養成講習会は１県（福岡県）で実施された。  

平成 24 年度は、専任教員養成講習会が 19 都道府県で、教務

主任講習会は１県（福岡県）で、また、実習指導者講習会は 40

都道府県で開催予定である。  

各都道府県におかれては、安定的に専任教員、教務主任を養

成するために、引き続き講習会の開催及び受講を促進していた

だきたい。また、開催した都道府県からは、「専任教員養成講

習会及び教務主任養成講習会ガイドライン」（平成 22 年４月１

日）に示した講習計画、運営の評価を行うとともに、評価結果

を踏まえたご意見を寄せていただきたい。  

（資料（Ⅱ）３）  

 

（３）関連経費等の財政支援について  

平成 22 年度と平成 23 年度に、看護教員養成講習会事業の補

助単価を大幅に増額するとともに、保健師・助産師教員の養成

の実施に対する加算や教務主任の養成に対する補助を設け、ま
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た、他の都道府県からの受講生の受入れを促進するため、受け

入れた場合の補助額の加算を設ける事業の充実強化を図った

ところであり、平成 24 年度予算案においても引き続き支援を

行う予定である。  

また、上記（１）に係るｅラーニングについては、平成 25

年度の導入に向けて、平成 24 年度予算で基盤整備を行う予定

である。  
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３．看護師等の「雇用の質」の向上のための取組みについて  

 

平成 22 年 11 月に、細川厚生労働大臣（当時）の指示により、厚生

部局と労働部局の関係局長及び関係課長をメンバーとした「看護師等

の『雇用の質』の向上に関する省内プロジェクトチーム」が設置され、

労働時間管理の適正化等、看護師等の勤務環境や雇用管理の改善に関

することについて検討した。  

平成 23 年６月には、「職場づくり」「人づくり」「ネットワークづ

くり」に取り組むこととする報告書を取りまとめ、併せて、医政局、

労働基準局、職業安定局、雇用均等・児童家庭局及び保険局の５局長

連名による通知を、都道府県労働局長、都道府県知事及び関係団体宛

に発出した。  

 

ア．報告書の概要  

医療機関等においては、看護師等の確保に向けた勤務環境の改

善等について、既に様々な主体的な取組が進められてきている。

厚生労働省において、関係団体との密接な連携の下、こうした医

療界の取組の幅広い展開や効果的な促進等に取り組み、“魅力あ

る職業”のための「職場づくり」、「人づくり」、「ネットワークづ

くり」を推進する。  

 

○  勤務環境の改善（職場づくり）  

労働時間等の改善や、看護業務の効率化、多様な働き方が可能な

環境の整備  

○  人材の育成・確保（人づくり）  

継続的なキャリア形成と資質の向上、就業の促進  

○  地域における推進体制の整備（ネットワークづくり）  

関係者が協働して、地域の医療従事者の勤務環境の改善等に取り

組む恒常的な連絡協議の場を設ける  

 

イ．平成 24 年度の取組み  

23 年度の取組のフォローアップを行い、平成 24 年度以降も、

ＰＴ構成部局等の有機的な連携による取組を強化・継続する。  

 

○平成 24 年度予算案の内容  

平成 22 年度から実施している「短時間正規雇用看護職員の多様

な勤務形態導入支援事業」を見直し、平成 24 年度予算案では、多

様な勤務形態の導入など就労環境改善のための取組に対する支援

に加え、看護業務の効率化や職場風土改善等についての病棟師長

等への研修事業に対する支援を行う「看護職員の就労環境改善事
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業」（医療提供体制推進事業費補助金 250 億円の内数）を盛り込ん

でいるので、各都道府県におかれては、これらの事業を活用する

などして医療機関を支援することで、積極的に看護職員確保対策

へ取り組んでただきたい。  

（資料（Ⅱ）４）  

 

ウ．参考－看護職員就業状況等実態調査（平成２３年３月３１日）  

（資料（Ⅱ）５）  

 

 

 

４．被災地の看護職員確保について  

東日本大震災被災地での医療提供体制を確保するため、各都道府県

や関係団体から、保健師、看護師等の看護職員の派遣等の支援を受け

ながら、看護職員の流出の防止や、被災した看護職員の雇用の確保と

いった対策を講じている。  

被災県では依然として看護職員が不足しており、都道府県ナースセ

ンターが実施しているナースバンクのインターネットサイト「ｅ－ナ

ースセンター」では、被災県の求人情報を掲載し、広く就業希望者を

募っているので、関係機関に周知いただく等、引き続き看護職員の確

保に関しご協力いただきたい。  

なお、福島県の原発周辺地域における病院看護職員の不足が長期化

していることから、福島県において、首都圏の看護学生等を対象とし

た就職フェアや病院見学会を本年３月より実施する予定である。本件

について、福島県より案内があった際には関係者へ周知いただきたい。 

（資料（Ⅱ）６）  
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５．「看護の日」等について  

 

（１）「看護の日」及び「看護週間」について  

「看護師等の人材確保の促進に関する法律」は、看護師等の

養成、処遇の改善、資質の向上、就業の促進等について、看護

に対する国民の関心と理解を深めることに配慮しつつ図るため

の措置を講ずること等を目的としている。  

これに関連し、厚生労働省では、５月 12 日を「看護の日」、

５月 12 日を含む１週間を「看護週間」として、全国的に一日看

護体験などの行事を開催し、看護の普及啓発に取り組んでいる

ところである。  

○  平成 24 年度の中央事業は、「忘れられない看護エピソード」

の表彰式を東京都で開催する予定である。  

  当該エピソードは、現在募集中（平成 23 年 11 月 15 日（火）

～平成 24 年２月 29 日（水））となっており、広報等について

ご協力をお願いいたしたい。  

○  また、各都道府県におかれても、看護の普及啓発に関する

事業への積極的な取り組みをお願いいたしたい。  

（資料（Ⅱ）７）  

 

（２）「日本看護サミット」について  

日本看護サミットは、政治、行政、職能団体、教育、現場の

トップが集まり、看護の機能と役割を公に宣言するとともに、

看護職の社会的評価を高めることを目的に都道府県が主体とな

り開催されているところ。  

17 回目となる平成 24 年は、青森県での開催が決定しており、

主催県を除く各都道府県におかれては、広報等へのご協力をお

願いいたしたい。  
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６．経済連携協定（ EPA）に基づく外国人看護師候補者の受入れに

ついて  

 

（１）各国からの受入れ状況について  

 現在、EPA に基づく看護師候補者の受入れを既に実施している国

は、インドネシアとフィリピンの 2 カ国である。  

 また、昨年 10 月 31 日に日・ベトナム首脳会談においてベトナム

からの看護師候補者受入れについて基本合意している。  

 

 ○インドネシア  

 平成 20 年 7 月に発効した日インドネシア EPA に基づいて平成

20 年度から看護師候補者の受入れを開始し、これまでに 363 人

を受け入れ、 17 人が看護師国家試験に合格したところである。  

 受入れ開始 5 年目となる平成 24 年度の看護師候補者受入れ人

数枠については、最大で 200 人である。  

 

 ○フィリピン  

 平成 20 年 12 月に発効した日フィリピン EPA に基づいて平成

21 年度から看護師候補者の受入れを開始し、これまでに 209 人

を受け入れ、 2 人が看護師国家試験に合格したところである。  

 受入れ開始 4 年目となる平成 24 年度の看護師候補者受入れ人

数枠については、最大で 200 人である。  

 

 ○ベトナム  

 現在、法的拘束力を有する両国間の文書に関して本年 3 月まで

に結論に達するよう交渉を行っているところである。  

 看護師候補者の受入れに関しては、次のような基本的枠組みに

ついて両国間で一致している。  

・看護師候補者となるためには、基本的に現地でしかるべく日

本語研修を受けることを前提とした上で、一定の日本語能力

を有することを条件の一つとする。  

・訪日後は、資格取得のため、これまでの我が国が締結した EPA

と同様の期間及び滞在資格において滞在を認めるなどの扱い

を行う。  

 

（２） EPA に基づく看護師候補者に対する支援について  

 EPA に基づく看護師候補者の受入れについては、二国間の協定で

定められた期間内に看護師の資格を取得し､引き続き我が国で就労

することを目的としており、入国後、受入れ施設において国家資格

取得に向けた研修を適切に実施することが重要である。  
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 しかしながら、候補者が必要な日本語を十分に習得していないケ

ースが多く、受入れ施設が研修実施に苦慮していたこと、また、受

入れ負担となっていたことから、平成 22 年度より以下の支援策を

実施、継続させている。  

 

○候補者に対する学習支援  

 平成 24 年度予算案においては、平成 23 年度に引き続き、  

・  e ラーニング学習システムによる自己学習の支援  

・  模擬試験による習得状況の把握や苦手分野等を補完する集合

研修を定期的に実施  

・  専門家によるアドバイスや巡回訪問による対面での学習指導

を実施  

・  看護師資格を取得できずに帰国した候補者の再チャレンジ支

援（模擬試験の実施等）  

等に必要な経費を計上している。  

○受入れ施設に対する研修支援  

 平成 24 年度予算案においては、  

・  就労上必要な日本語能力の向上を図るため、日本語学校等へ

の修学又は講師の派遣による研修の実施等に係わる経費を支

援（医療提供体制推進事業費補助金 250 億円の内数として計

上、候補者 1 人当たり 117 千円）  

・  受入れ施設の研修支援体制の充実を図るため、研修指導者経

費、物件費等を支援（医療提供体制推進事業補助金 250 億円

の内数として計上、 1 施設当たり 461 千円）  

に必要な経費を計上している。  

 今後とも引き続き、EPA に基づく看護師候補者に対して必要な支

援策を講じていく。  

 

（３）看護師候補者の滞在期間の延長について  

「包括的経済連携に関する基本方針」における「国を開く」とい

う観点から、また、相手国との関係で一定の外交上の配慮が求めら

れる状況の下、一定の範囲の外国人看護師候補者が、協定外の枠組

みにおいて、協定に基づく滞在期間を超えて日本で就労・研修を継

続し国家試験を受験する機会を特例的に 1 回に限り得られるよう

にするため、昨年 3 月 11 日に「経済連携協定（ EPA）に基づくイン

ドネシア人及びフィリピン人看護師・介護福祉士の滞在期間の延長

について」を閣議決定した。  

具体的には、本格的な学習支援が開始される前の平成 20 年度又

は平成 21 年度に入国した外国人看護師候補者については、一定の

条件に該当した場合には、手続及び審査を経て、1 年間の追加的滞
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在を認めることができることとした。  

この決定により、今年度で滞在期間満了となる平成 20 年度入国

の看護師候補者で、滞在期間の延長を希望し、かつ条件に該当する

うち 27 名が審査を経て、現在も各受入れ施設で就労、研修しなが

ら看護師国家試験の合格を目指している。  

（資料（Ⅱ）８）  
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７．平成 24 年度看護職員確保対策等予算（案）について  

 

平成 24年度予算案の具体的な内容は、以下のとおりである。  

 

（１）  平成 24年度都道府県看護関係予算について（統合補助金）  

都道府県を補助先としている病院内保育所運営事業や新人看護職員研

修事業等の補助金については、「医療提供体制推進事業費補助金（ 250

億円）」として、救急医療対策、地域医療確保対策、設備整備関係の各

事業とともに各事業間で融通可能な仕組みとした。  

各都道府県におかれては、「第七次看護職員需給見通し」の達成へ向

け、重点的に取り組んでいただきたい。  

（２）地域自主戦略交付金（看護師等養成所施設整備事業等）について  

地域主権戦略大綱（平成 22年６月 22日閣議決定）を受けて、本年度以

降段階的に導入された同交付金は、平成 24年度予算編成の基本方針（平

成 23年 12月 25日閣議決定）で、「補助金等の一括交付金化を更に進め、

対象事業の拡大を図る」と整理された。  

この方針を受け、看護師等養成所施設整備事業等については、平成 24

年度から一括交付金の対象とし、内閣府が計上する「地域自主戦略交付

金」により対応することなったことから、各都道府県におかれては、「第

七次看護職員需給見通し」の達成へ向けて的確に取り組んでいただきた

い。  

（資料（Ⅱ）９、 11）  

 

（３）看護師等養成所運営費の交付決定後不用について  

  看護師等養成所運営事業については、例年、多額の交付決定後不用が

生じているが、その理由は、「総事業費」及び「寄付金その他収入額」

について誤った解釈に基づき申請を行っていたものを実績報告において

是正したため不用となったケースなどである。予算額を確保しながら、

結果として使わない事態を惹起している。  

都道府県担当者においては、効率的な予算、補助金の適正な執行の趣

旨を踏まえて、申請段階においても、看護課長通知（平成 11年６月 16日

付看第 26号）に留意するとともに、補助事業者等に対しても周知される

ようお願いする。  

 

（４）一般財源化されている事業について  

看護師等修学資金貸与事業、都道府県ナースセンター事業、看護師

等養成所運営事業（公立・公的立）や病院内保育所運営事業（公立・
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公的立）は、平成９年の地方分権推進委員会第２次勧告や平成 18年度

の三位一体改革により一般財源化されているところであるが、いずれ

も、看護職員確保の観点から重要な事業である。  

都道府県ナースセンター事業を例に取ると、各県の財政措置状況は

別に示すとおりである。（資料（Ⅱ） 10）  

各都道府県においては、一般財源化された趣旨を十分理解いただき、

引き続き事業実施に必要な予算の確保をお願いする。  
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